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特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等

の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を
及ぼしうるエリア等を指定

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が

行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
を指定

○盛土等に伴う災害から人命を守るため、都道府県知事等※は、危険な盛土等を規制する区域を指定。
○令和７年６月１日時点で約９割（８６％）の自治体が区域指定済み

令和7年６月1日時点区域指定

１１１自治体
/１２９自治体中※

※１２９自治体の構成内訳:
４７都道府県、２０指定都市、６２中核市

盛土規制法に基づく区域指定（令和7年６月1日時点）

１１１

(※都道府県知事、指定都市⾧、中核市⾧)
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盛土規制法の対象とならない工事・許可を要しない工事
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地山の勾配が急な
場合は地山の段切り

擁壁
30°
超

盛土等上面の排水勾配

滑りやすい地盤の補強（杭等）

高さ１メートル超の盛土による崖※を生じる場合等は
擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置

盛土
（厚さ30cm以下毎に締め固め）

30°以下（崖以外）

盛土内排水層（水平排水層）

崖面以外の地表面には
植栽、芝張り等の措置★

道路の路面の部分その他の植栽、
芝張り等の措置の必要がないことが

明らかな地表面

擁壁等の設置を要さない崖面に
は石張等の措置

水抜き穴、透水層設置

地下水排除工（暗渠排水）

※ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のものをいう。
★ 宅地造成、特定盛土等のそれぞれについて、植栽、芝張り等の措置が不要な条件を規定。

切土

30°超

土地の形質の変更
（宅地造成、特定盛土等）

30°
超

宅地擁壁

擁壁

・盛土箇所の原地盤が不安定な場合や、谷埋め盛土等の崩落リスク
が高い盛土の場合は安定計算により安全を確認することを求める
・特に、山間部における河川の流水が継続して存する土地等における
15メートル超の盛土の場合は、安定計算を行うことを政令で義務付け
※マニュアル等で暗渠等の構造について具体的に記載

青字:技術的基準の改正箇所

土地の形質の変更に係る技術的基準（政令）全般の概念図
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土石の堆積に係る技術的基準（政令）
規定概要

・堆積する土地の地盤の勾配は10分の１以下

（堆積した土石の崩壊を防止するために必要な措置を講ずる場合を除く）

・地表水等による地盤の緩み等が生じない措置

地盤の安全確保

・次の(イ)(ロ) いずれかに該当する空地（勾配10分の１以下）の確保

（イ）堆積する土石の高さが５メートル以下の場合、当該高さを超える幅の空地

（ロ）堆積する土石の高さが５メートル超の場合、当該高さの２倍を超える幅の空地

・堆積した土石の周囲への柵等の設置

※ただし、堆積する土石の高さを超える鋼矢板を設置するもの等は除く

周辺の安全確保

・堆積した土石の崩壊を防止するため地表水を排除する措置土石の崩壊防止措置
（注）「土石の堆積」とは、一定期間を経過した後に搬出することを前提とした、土石を堆積する行為

（イ）堆積する土石の高さが5m以下の場合、当該高さを超える幅の空地の設置

（ロ）堆積する土石の高さが5m超の場合、当該高さの2倍を超える幅の空地の設置

【参考】土石の堆積の技術的基準（政令）全般の概念図

※全項目、新規に規定
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盛土等の安全対策に関する関係部局間の連携

○ 盛土等に伴う災害の防止を図るためには、関係部局間で緊密に連携することが重要
○ 国においては、関係府省連絡会議等を通じて連携体制を充実するとともに、地方公共団体においては、盛土規制法所管部局

の体制を確立するとともに、既存法令等による対応も含め、関係部局と連携しつつ、総力を挙げて盛土等の安全対策に取り組む
ことが重要

内閣府

内閣官房

環境省

経済産業省

警察庁

総務省

温暖化対策・
エネルギー部局

都道府県警察

財政部局

国
（関係府省連絡会議）

地方公共団体
（連絡会議、人事交流）

宅地、農地、森林等に関する
知見を合わせ一体的に対応

国土交通省

農林水産省

林野庁

緊密に連携 緊密に連携

盛土規制法所管部局

連 携

国による
財政的な支援

各地方整備局・農政局等

による技術的な支援

基本方針等の策定

関係市町村

地域の住民、
関係事業者等

周知・
連携

周知

通報

盛土等に伴う災害の防止

土壌汚染担当部局

宅地造成部局

農地部局

森林部局

土木部局

（都市計画法）

（砂防法）

（農地法・農振法）

（森林法）

廃棄物規制部局

（土壌汚染対策法）

（廃棄物処理法）

不法・危険盛土等
の早期発見

盛土規制法の運
用ガイドラインの

整備
定期的なパトロー
ル等による監視

速やかな危険個
所対策等
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